旭川市宿泊税システム整備費補助金 交付申請に伴う関係書類について【事業者】ひな形（要綱第７条第１項関係）


旭川市宿泊税システム整備費補助金の申請に伴い、以下の通り関係書類を提出します。 


	チェック 
	番号
	書類

	☐
	⑴
	資金収支計画書

	☐
	⑵
	事業の内容、申請額の算出根拠及び補助事業に要する経費の配分が分かるもの

	☐
	⑶
	旅館業法営業許可証の写し（旅館・ホテル、簡易宿所を営む者の場合）

	☐
	⑷
	住宅宿泊事業法第１３条の標識の写し（住宅宿泊事業を営む者の場合）

	☐
	⑸
	導入しようとするシステムや製品等の見積書

	☐
	
	

	☐
	
	

	☐
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